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学校法人会計基準の資金収支計算書等に係る処理標準（記載科目）の一部改正につい

て（通知） 

 このことについては、平成27年８月３日付け法学第496号にて通知しているところですが、子

ども・子育て支援法の一部が改正され、「子育てのための施設等利用給付」が新設されたことか

ら、岩手県知事が所轄する学校法人の標記処理標準（記載科目）を別紙のとおり一部改正しまし

たので、お知らせします。 

なお、本通知は、令和元年度以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用

しますので、御留意願います。 

また、小科目は、原則として処理基準（記載科目）に示す科目を使用するものとしますが、必

要に応じて、各学校法人等において適切な科目を設定の上、処理できますことを申し添えます。 
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